
Vol．284
（R03.１０.29）

まちづくりに関して紹介したい地域の取組、配信アドレスの変更等については、
まちづくり相談窓口(メールはこちら)まで ※配信希望も随時受け付けております。

今号の記事

【施策紹介】
【その他（お知らせ等）】
【施策紹介】

◯ 駅まちデザインの手引きの公表
◯ 令和４年度都市景観大賞募集中です！！
◯ 景観計画の策定等を支援します

・・・各記事のタイトルをクリックすると、記事掲載ページへジャンプします
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北海道開発局都市住宅課
まちづくり相談窓口

開発局HPにアンケートフォームを作成しました！是非、皆様の感想をお聞かせください。
まちづくりメールニュースアンケート

「駅まちデザインの手引き」の公表
～つながる駅とまち －駅からまちへ まちから駅へ－～

「駅まち空間」とは、駅や駅前広場と一体的に、周辺市街地との関係も踏まえ、必要な機
能の配置を検討することが期待される空間です。

国土交通省では、令和２年９月に有識者からなる「駅まちデザイン検討会」を設置し、利
便性・快適性・安全性・地域性の高い、ゆとりある「駅まち空間」を形成するための一連の
プロセスに関する考え方や進め方等について、５回にわたる議論の末、今般、「駅まちデザ
インの手引き」がとりまとめられ、国土交通省HPにて公表されました。

今回は、手引きの中から「駅まちデザインの５原則」について簡単にご紹介します。

駅まちデザインの５原則

１．多様な主体の連携
駅まち空間には、多様な関係者が存在するため、⾏政、交通事業者・

開発事業者・地域関係者・有識者などが連携して、計画づくりや運営を
⾏っていく体制づくりが重要です。
地域の繋がりを活かして市⺠と双⽅向のコミュニケーションを⾏い、

課題やニーズをきめ細かく把握するプロセスを丁寧に進めていくことが
必要です。

mailto:hkd-ky-matidukuri@gxb.mlit.go.jp
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/tosijyu/splaat0000022dy6.html
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５．一体的で柔軟な運営
駅まち空間では、ユーザーの目線に立ち、管理区分を超えた一体

的な管理・運営を行うことや、可変的・多目的な活用を行うことが
重要です。
そのためには、計画・事業化段階だけでなく、管理・運営段階に

おいても、関係者間で連携して、可変的・多⽬的な活⽤を⾏うこと
が望ましいと考えられます。

２．ビジョンの共有
駅まちデザインを進めるにあたって課題やビジョン（まちの理想

像）、具体的な方策などについて、常に多様な関係者とイメージを
共有しながら進めることが重要です。
そのためには、わかりやすいイメージ図や図表を⽤いるなど⾒え

る化の⼯夫が重要です。

３．空間の共有
駅まち空間において、必要な機能を確保するためには、「空間

の共有」を考慮することが重要です。
利⽤者ニーズに応じてひとつの空間に複数の機能を割り当てた

り（マルチユース）、⽴体的な機能配置も⽐較対象に含めて検討
したりするなど、スペースの有効活⽤に向けた柔軟な⼯夫が求め

られます。

４．機能の連携
駅まち空間を最大限に活用するためには、「機能の連携」を考慮

することが重要です。
例えば、交通利便性の向上の観点からは、鉄道、路⾯電⾞、バス、

タクシー、シェアカー、シェアサイクル等の多様なモビリティを集約
するとともに、円滑に乗り換えられるようにすることが重要です。

「駅まちデザインの手引き」では上記の5原則
の他に、駅まちデザインの進め方や事業⼿法・
規制緩和・⽀援制度などの役立つツール、駅ま
ち空間再構築の好事例などが掲載されています。
手引き全文は国交省HPにて公表されています。

なお、「駅まちデザインの手引き」掲載ペー
ジでは、駅まちデザイン検討会第1回から第5回
までの議事概要も掲載されておりますので、併
せてご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000098.html
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令和４年度都市景観大賞募集中です！！
～エントリーは11月30日（火）まで～

「都市景観の日」実行委員会が主催（事務局：公益財団法人都市づくりパブリックデザイ
ンセンター、後援：国土交通省）する令和４年度「都市景観大賞」のエントリー及び募集が
１０月４日から開始されました。

国土交通省では、平成２年から毎年１０月４日を「都市景観の日」と制定し、都市景観に
対する国民の関心を高めること等を目的に様々な行事を開催しており、普及啓発活動の一環
として平成３年度から「都市景観大賞」の表彰を行っています。

令和４年度については、昨年度に引き続き「都市空間部門」「景観まちづくり活動・教育
部門」の２部門にて募集しており、部門毎に大賞（国土交通大臣賞）・優秀賞・特別賞を選
定します。

募集期間
令和３年１０月４日～１２月２０日
※エントリーは１１月３０日まで

※エントリーシート、応募要領及び応募図書（様式）は 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセ
ンターＨP（令和４年度都市景観大賞 募集について） をご参照ください。

募集部門・対象地区
●都市空間部門
街路・公園・水辺・緑地等のパブリック

スペースと建物等が一体となって良質で優
れた都市景観が形成され、それを市民が十
分に活用することによって、地域の活性化
が図られている地区が対象
※単独の「公共施設・民間建築物（付属公
開空地等を含む場合も同じ）・構造物（付
属公開空地等を含む場合も同じ）」は対象
になりません。

●景観まちづくり活動・教育部門
景観まちづくり教育の実施や、街歩きや景
観に関するセミナーの開催、景観制度を活
用した取組など景観まちづくり活動の実施
による良好な景観形成等のための活動を地
域に根差して行っており、それらが地域の
人々の良好な景観形成等への意識・関心の
高揚等につながっている優れた活動

道内からは、平成27年度に「北彩都あさひかわ地区」が都市空間部門の大賞（国土
交通大臣賞）、他にも３地区が都市空間部門及び当時の景観教育・普及啓発部門で優秀
章を受賞しています。
また、今年度は景観まちづくり活動・教育部門で「SAPP‿ROフラワーカーペッ

ト」が優秀賞を受賞しています。
（※まちづくりメールニュースVol.232（H27.5.29）及びVol.283（R3.7.9）でも
紹介しています。）
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https://www.udc.or.jp/publics/index/211/
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/tosijyu/ud49g70000005lj5-att/splaat0000001egs.pdf
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/tosijyu/slo5pa0000007qgu-att/mn(283).pdf
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景観計画の策定等を支援します
～景観改善推進事業のご紹介～

▲ＴＯＰ

景観法では、地方公共団体は基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関して
その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施する責務を有しており、現
有する良好な景観の保全や、新たに良好な景観を創出する必要がある場合、土地利用の
動向等からみて不良な景観が形成されるおそれがあると認められる場合等に景観計画を
策定することができると規定されています。

景観改善推進事業は、景観計画を策定する市町村に対する総合的な支援を行うととも
に、景観規制上既存不適格となる建築物等への是正措置に対する支援を行うことで、
歴史的なまちなみや自然景観など、地域の個性や特性を活かした景観形成を図り、地域
住民にとって住みよい環境を整備するとともに、内外からの観光客の訪問先となる魅力
あるまちづくりを推進し、地域活性化や観光立国の実現等を図ること目的として令和元
年度から始まった支援制度です。

対象事業

１．景観計画策定・改定に要する経費
２．景観計画策定・改定にあたっての外部専門家登用やコーディネート活動に要する経費
３．景観規制上既存不適格となる建築物等への是正措置に要する経費

事業主体

以下のいずれかの要件を満たす市区町村
a.立地適正化計画策定または策定に向けた具体的取組を開始・公表している市区町村
b.景観に関連のある計画等を定めている市区町村（aを除く。）
※景観に関連のある計画等（一例）
・歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画
・観光圏整備法に基づく観光圏整備計画 等

補助率

対象事業１・２ 事業主体がaに該当する場合 １／２
事業主体がbに該当する場合 １／３

対象事業３ 事業主体がa又はbに該当する場合 １／３

国土交通省HPの「景観まちづくり」のページでは、上記の支援制度以外にも、人口規模
の小さな地方公共団体が景観計画の策定について検討するための参考となる「景観計画策定
の手引き」や、景観行政の推進にあたり参考となる事例や資料等を掲載しておりますのでご
参照ください。

https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/index.html
https://www.mlit.go.jp/common/001284381.pdf

